
手数料等の電子納付開始について
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➢ 令和４年10月１日から、手数料等納付を
伴う行政手続きの電子申請・電子納付を
開始しました。

➢ 24時間365日、いつでもどこでも
申請・納付が可能

➢ クレジットカードとPay-easyで納付可能



電子納付が可能な行政手続き

➢ 電子申請・電子納付可能な手続き（R4.10.1現在）

102手続き/794手続き ➡ 順次拡大

担当：出納課、デジタル化推進室

（例） 県立学校の証明書の交付申請（卒業、成績、単位習得）

砂利採取業務主任者試験の受験申込

屋外広告業登録申請

自転車リサイクル法に基づく解体業の許可・変更手続き
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